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は
、
通
常
、
紙
の
登
記
事
項
証
明
書
の
交

付
を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 Ｑ 

登
記
事
項
証
明
書
に
は
、
ど
の
よ
う

な
種
類
が
あ
り
ま
す
か
？ 

Ａ 

①
現
在
事
項
証
明
書
、
②
履
歴
事
項

証
明
書
、
③
閉
鎖
事
項
証
明
書
、
④
代
表

者
事
項
証
明
書
の
４
種
類
が
あ
り
ま
す
。 

①
に
は
、
基
本
的
に
は
現
在
の
登
記
事

項
し
か
記
載
さ
れ
な
い
た
め
、
新
規
取
引

先
の
信
用
調
査
を
す
る
場
合
に
は
、
①
の

み
で
は
足
り
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

②
に
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
過
去
３
年
間

の
履
歴
も
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
退
任

し
た
取
締
役
等
を
確
認
で
き
ま
す
。 

③
に
は
、
閉
鎖
し
た
登
記
記
録
に
記
録

さ
れ
て
い
る
事
項
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
本

店
所
在
地
が
管
轄
外
へ
移
転
す
る
と
、
登

記
記
録
が
閉
鎖
さ
れ
る
た
め
、
移
転
前
の

登
記
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
③
を

取
得
し
ま
す
。
ま
た
、
３
年
以
上
前
の
履

歴
は
、
②
に
は
記
録
さ
れ
な
く
な
る
た

め
、
③
で
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

       

商
業
登
記
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 Ｑ 

商
業
登
記
と
は
何
で
す
か
？ 

Ａ 

商
号
（
会
社
名
）
、
本
店
・
支
店
の

所
在
地
、
公
告
方
法
、
会
社
設
立
日
、
事

業
目
的
、
発
行
可
能
株
式
総
数
、
発
行
済

株
式
総
数
等
、
資
本
金
の
額
、
取
締
役
等

の
氏
名
・
就
任
日
・
退
任
日
等
を
公
示
す

る
も
の
で
す
。
会
社
は
、
こ
れ
ら
の
一
定

の
事
項
を
登
記
す
る
こ
と
が
法
律
上
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 Ｑ 

ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
変
更
登
記
が

必
要
で
す
か
？ 

Ａ 

例
え
ば
、
商
号
、
目
的
、
本
店
所
在

地
、
公
告
方
法
、
発
行
可
能
株
式
総
数
等

を
変
更
す
る
場
合
、
株
主
総
会
決
議
に
よ

り
定
款
を
変
更
し
た
上
で
、
変
更
登
記
が

必
要
で
す
。
取
締
役
が
任
期
満
了
に
よ
り

退
任
し
、
時
間
的
間
隔
を
置
か
ず
に
取
締

役
に
再
任
（
重
任
）
す
る
場
合
も
、
株
主

総
会
決
議
及
び
変
更
登
記
が
必
要
で
す
。 

変
更
登
記
の
申
請
は
、
変
更
が
生
じ

た
日
か
ら
２
週
間
以
内
に
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
シ
ス
テ
ム
の
利
用
も
可
能
で
す
。

期
限
経
過
後
も
申
請
自
体
は
可
能
で
す

が
、
正
当
な
理
由
な
く
申
請
を
怠
っ
て

い
た
場
合
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
最
後
の
登
記

か
ら
１
２
年
間
、
必
要
な
申
請
を
怠
っ

た
会
社
は
、
解
散
し
た
と
み
な
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 
 Ｑ 

登
記
事
項
証
明
書
は
、
関
係
者
以

外
で
も
取
得
で
き
ま
す
か
？ 

Ａ 

誰
で
も
取
得
可
能
で
あ
り
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
も
交
付
請
求
が
可
能
で
す
。

新
規
取
引
先
の
信
用
調
査
を
行
う
た
め

に
、
取
得
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

な
お
、
登
記
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
記
情
報
を

デ
ー
タ
で
取
得
す
る
こ
と
も
可
能
で
す

が
、
法
的
証
明
力
は
な
い
た
め
、
金
融

機
関
等
に
提
出
を
求
め
ら
れ
た
場
合

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー 

弁
護
士
法
人

今
津
法
律
事
務
所 

 

景
品
表
示
法
に
基
づ
く
景
品
規
制 

表
示
規
制 

前
回
は
、
景
品
表
示
法
に
基
づ
く
表
示

規
制
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
回

は
、
景
品
規
制
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
い
た

し
ま
す
。
過
大
な
景
品
の
提
供
は
、
消
費

者
の
自
主
的
・
合
理
的
な
意
思
決
定
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
景
品
類
の

最
高
額
、
総
額
等
が
規
制
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 ◆
「
景
品
類
」
と
は 

【
概
要
】 

「
景
品
類
」
と
は
、
①
顧
客
を
誘
引
す

る
手
段
と
し
て
、
②
取
引
に
付
随
し
て
提

供
さ
れ
る
（
取
引
付
随
性
）
、
③
経
済
上

の
利
益
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
正
常
な

商
慣
習
に
照
ら
し
て
値
引
き
と
認
め
ら
れ

る
場
合
等
は
、
景
品
類
に
該
当
し
ま
せ

ん
。
①
か
ら
③
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
要

件
は
、
②
の
取
引
付
随
性
で
す
。 

【
取
引
付
随
性
】 

 

商
品
の
購
入
等
の
取
引
を
条
件
と
す
る

場
合
だ
け
で
な
く
、
経
済
上
の
利
益
の
提

供
が
、
取
引
の
相
手
方
を
主
た
る
対
象
と

し
て
い
る
場
合
も
、
取
引
付
随
性
が
認
め

ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
来
店
者
の
み
を
対

象
と
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
取
引
付
随

性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。 

他
方
で
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
無
料

会
員
登
録
者
の
み
を
対
象
と
す
る
場

合
、
顧
客
は
他
の
サ
イ
ト
へ
自
由
に

移
動
で
き
る
た
め
、
通
常
、
取
引
付

随
性
は
否
定
さ
れ
、
景
品
表
示
法
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
取

引
付
随
性
の
な
い
懸
賞
は
、
一
般
に

オ
ー
プ
ン
懸
賞
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。 

 ◆
規
制
の
内
容 

【
一
般
懸
賞
・
共
同
懸
賞
】 

 

懸
賞
と
は
、
く
じ
等
の
偶
然
性
、

特
定
行
為
の
優
劣
等
を
利
用
し
て
定

め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
景
品
類
の
提

供
の
相
手
方
又
は
景
品
類
の
価
額
を

定
め
る
方
法
を
い
い
、
一
事
業
者
の

み
で
行
う
も
の
を
一
般
懸
賞
と
い

い
、
複
数
の
事
業
者
が
参
加
し
て
行

う
も
の
を
共
同
懸
賞
と
い
い
ま
す
。 

一
般
懸
賞
に
お
け
る
景
品
類
の
限

度
額
は
、
最
高
額
が
取
引
価
額
の
２

０
倍
（
最
大
１
０
万
円
）
、
か
つ
総

額
が
、
懸
賞
に
係
る
売
上
予
定
総
額

の
２
％
ま
で
で
す
。
共
同
懸
賞
に
お

け
る
景
品
類
の
限
度
額
は
、
最
高
額

が
３
０
万
円
、
総
額
が
、
懸
賞
に
係

時
事
ニ
ュ
ー
ス
～
弁
護
士
制
度
１
５
０
周
年
～ 

弁
護
士
制
度
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
今
年
で
１
５
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。
施
行
当
時
、
弁
護
士
は
「
代
言

人
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
１
８
７
６
年
２
月
２
２
日
に
「
代
言
人
規
則
」
が
公
布
さ
れ
た
の
が
、
弁
護
士
制
度

の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
公
布
に
伴
い
、
裁
判
所
構
成
法
、
民
事
訴
訟

法
、
刑
事
訴
訟
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
中
で
、
初
め
て
「
弁
護
士
」
と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
ま

し
た
。 

伝
統
的
な
弁
護
士
は
、
訴
訟
代
理
人
と
し
て
の
業
務
が
中
心
で
し
た
が
、
社
会
経
済
情
勢
の
複
雑
化
や
弁
護

士
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
そ
の
業
務
内
容
も
多
様
化
し
て
お
り
、
近
年
で
は
、
企
業
、
中
央
省
庁
、
地
方
公
共

団
体
等
の
組
織
内
に
お
い
て
、
活
動
す
る
弁
護
士
も
増
え
て
い
ま
す
。 

  
 

平
素
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
１
回
目
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
お
届
け
致

し
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
所
だ
け
、
ご
笑
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

弁
護
士  

今
津  

泰
輝 

る
売
上
予
定
総
額
の
３
％
ま
で
で
す
。 

【
総
付
景
品
】 

懸
賞
に
よ
ら
ず
に
提
供
さ
れ
る
景
品

類
を
総
付
景
品
と
い
い
ま
す
。
例
え

ば
、
先
着
順
に
よ
っ
て
景
品
類
を
提
供

す
る
相
手
方
を
定
め
る
場
合
、
総
付
景

品
に
該
当
し
ま
す
。 

総
付
景
品
の
最
高
額
は
、
取
引
価
額

の
２
０
％
（
取
引
価
額
が
１
０
０
０
円

未
満
の
場
合
は
２
０
０
円
）
で
す
。 

た
だ
し
、
総
付
景
品
で
あ
っ
て
も
、

例
え
ば
、
食
品
や
日
用
品
の
小
型
の
見

本
・
試
供
品
等
で
、
正
常
な
商
慣
習
に

照
ら
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
の

も
の
等
は
、
規
制
の
対
象
外
で
す
。 

 ◆
景
品
類
の
提
供
企
画
時
の
ポ
イ
ン
ト 

ま
ず
、
予
定
し
て
い
る
景
品
類
の
価

額
が
、
景
品
表
示
法
が
定
め
る
最
高
額

又
は
総
額
を
超
え
て
い
な
い
か
を
確
認

し
ま
す
。
も
し
超
え
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
①
オ
ー
プ
ン
懸
賞
や
値
引
き
等
、

景
品
規
制
の
対
象
外
の
実
施
方
法
に
切

り
替
え
る
こ
と
、
又
は
、
②
景
品
表
示

法
が
定
め
る
限
度
額
ま
で
、
景
品
類
の

価
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

商
業
登
記
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ 

 

事 務 局 便 り 
 

企業実務への執筆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         

                 

 
 

弊所弁護士坂本及び帰山が執筆した「実

務よろず相談室」の記事が掲載された「企

業実務」が日本実業出版社より出版されて

おります。 

2026 年 1 月号では、「管理監督者への残

業代は支給する必要があるか」、同年 2 月

号では、「ドライブレコダー設置はプライ

バシー侵害に当たるか」について、お答え

いたしております。 

同年 3 月号におきましても、企業のご担

当者様が職場で直面する疑問、お悩みにつ

いてお答えさせていただいております。皆

様のご参考となりましたら幸いです。 

 

  
 

 

   

弁護士法人 

今津法律事務所 
IMAZU LAW OFFICES 

〒100-0004 

東京都千代田区 

大手町 1-6-1 

大手町ビル 8 階 

☎ 03– 5224- 3235 

info＠imazulaw.com 

会員サイトのご案内 

弊所では、定期的に法改正やハラスメント対

策などのセミナー動画を、ホームページ内の会

員サイトにおいて配信いたしております。ぜひ

定期的にアクセスいただき、貴社の企業活動の

取り組みにご活用いただけますと幸いです。ご

利用方法がご不明な方がいらっしゃいました

ら、ご遠慮なく弊所までご連絡くださいませ。 


